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○うるま市防犯カメラの設置及び管理運用に関する条例 

平成２９年９月２９日 

条例第３２号 

（目的） 

第１条 この条例は、うるま市が実施する防犯カメラの設置及び管理運用に関し遵守す

べき義務等を定めることにより、市内における犯罪抑止効果の向上と市民等のプライ

バシー及び権利利益の保護の調和を図り、もって安全安心なまちづくりの推進に寄与

することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

（１） 防犯カメラ 不特定多数の者が利用する施設又は場所において、犯罪の予防

を目的に特定の場所に継続的に設置する撮影装置、画像記録装置及び関連機器（画

像閲覧装置を除く。）で構成される装置をいう。 

（２） 画像 防犯カメラにより撮影し、記録された映像データ又は映像であって、

それによって特定の個人を識別することができるものをいう。 

（３） 設置者 うるま市長又はうるま市教育委員会をいう。 

（４） 市民等 本市に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は本市に滞在し、若し

くは本市を通過する者をいう。 

（設置場所及び撮影区域） 

第３条 設置者は、防犯カメラの設置及び管理運用に当たり、当該防犯カメラの設置場

所及び撮影区域を必要な範囲に限定するものとする。 

（設置の表示等） 

第４条 設置者は、防犯カメラ設置場所付近の視認しやすい位置に、設置者及び防犯カ

メラが作動していることを表示するものとする。 

２ 設置者は、防犯カメラの設置場所、設置目的、作動時間、画像閲覧装置の有無、画

像保存の期間等を公表するものとする。 

（管理体制） 

第５条 設置者は、防犯カメラ及び画像の適正な管理運用を図るものとする。 
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２ 設置者は、防犯カメラ及び画像の適正な管理運用に係る責任者（以下「管理責任者」

という。）を指定するものとする。 

３ 管理責任者は、防犯カメラの操作及び画像の取扱いを行う担当者（以下「運用従事

者」という。）を指定し、運用従事者以外の者による防犯カメラの操作及び画像の取

扱いを禁止するものとする。 

（画像の適正管理） 

第６条 防犯カメラの画像記録装置は、施錠可能な保管庫内等に設置するものとする。 

２ 画像の保存期間は、おおむね１月以内で必要な保存期間を定め、保存期間を経過し

た画像は、速やかに消去するものとする。 

（画像の取扱い） 

第７条 設置者、管理責任者及び運用従事者（以下「設置者等」という。）は、画像を

撮影時の状態のまま保存し、複製又は加工をしてはならないものとする。ただし、第

３項ただし書の規定による場合は、この限りでない。 

２ 設置者等又は設置者等であった者は、画像から知り得た情報を第三者に漏らしては

ならない。 

３ 設置者等は、画像を防犯カメラの設置目的以外の目的に利用し、他に提供し、又は

閲覧させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りで

ない。 

（１） 法令に基づく手続により照会等を受けた場合 

（２） 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めら

れる場合 

（３） 本人の同意がある場合又は本人の請求に基づき、本人に提供する場合 

４ 前項ただし書の規定により画像の提供又は閲覧の許可（以下「許可」という。）を

受けた者は、画像又は画像から知り得た情報を、許可目的以外に利用してはならない。 

（苦情等の処理） 

第８条 市民等は、防犯カメラの設置及び管理運用並びに画像の取扱いに関する苦情又

は問合せ（以下「苦情等」という。）があるときは、その旨を設置者に申し出ること

ができる。 

２ 設置者は、苦情等の申出を受けた場合は、適切かつ迅速な処理に努めなければなら
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ないものとする。 

３ 設置者は、毎年１回以上、苦情等の申出及び処理の状況について公表するものとす

る。 

（うるま市個人情報保護条例との関係） 

第９条 個人情報（うるま市個人情報保護条例（平成１７年うるま市条例第８号）第２

条第１号に定める個人情報をいう。）の取扱いについては、前２条の規定にかかわら

ず、うるま市個人情報保護条例の定めるところによる。 

（委任） 

第１０条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 


